
令和６年度 吉野町立吉野中学校 校則 

服装等の規則 

（１）制服 

   通学時も含め、学校生活においては下記の制服を着用する。 

  ①男子（冬服）上衣・ズボンとも黒色標準学生服 

     （夏用）白のカッターシャツ（長袖・半袖） 

ズボンは冬同様、黒色標準型ズボン 

   ※ベルトの色は黒・紺・茶の単色とする。必要以上に飾りのないものとする。 

   ※カラーを必ずつけること。ただし、インカラー仕立ても可とする。 

   ※ズボンはノータックまたはワンタックに限る。 

   ※裾はシングルまたはダブル 

  

  ②女子（冬服）学校規定の紺色セーラー服と紺色スカート 

     （夏服）学校規定の白色セーラー服と紺色スカート 

         ○ネクタイは冬用と同じ 

         ○襟カバーは不要 

 

  ③男女兼用（冬服）ブレザー、スラックス、スカート 

       （夏用）シャツ、スラックス、スカート 

 

   式典や全校朝礼のときには、制服で参加する。 

   放課後や休日に登校する場合も制服か体操服を着用する。 

   部活動で登下校する場合も、制服・体操服（部活動着）を着用する。 

 

（２）防寒着 

   防寒着として着用を認めるのは次のものである。 

  ①学校規定のウィンドブレーカー 

  ②セーター類（トレーナー、カーディガン） 

   ※フード付きでないもの。 

   ※色は黒・紺・茶・グレー・白を基調としたもの。 

③ストッキング（黒またはベージュで地模様のないもの。） 

④手袋（色の指定無し。） 

  ⑤耳当（周囲の音が聞こえるもので安全性に支障のないもの。色の指定無し。） 

  ⑥ネックウォーマー（頭からかぶれるもので、途中はずれたりしないもの。色の指定無し。マフラーは不可。） 

 

（３）靴下 

  ○色は白・黒・紺で、地模様のない無地のものとする。 

   ※ワンポイント、上部ラインは可。くるぶしソックスは可。 

   ※ルーズソックスは不可 

 



 

（４）下着 

  ○必ず着用する。色は自由だが華美でないものとする。 

 

（５）通学靴 

  ○靴は運動に適したものとする。（靴の色や、ひもの色は自由） 

   ※ハイカット、デッキシューズは不可。 

 

（６）上靴および体育館シューズ 

  ○学校規定のシューズを使用する。（上履きと体育館シューズを兼用する） 

 

（７）通学用カバン 

  ①学校規定のスポーツバッグを使用する。 

  ②必要に応じて、学校規定の補助バッグ（ナップサック）を使用する。 

 

（８）名札 

  ○学校規定の名札を制服（夏服・冬服）の左胸につける。 

 

（９）体操服 

  ○学校規定の体操服を着用する。 

 

（10）自転車通学生雨具 

  ○それぞれが準備したもの（色の指定無し） 

 

（11）給食当番用エプロン・三角巾・マスク等白を基調にしたもの 

 

（12）頭髪 

  ○学習や生活に支障のない、清潔感のある髪型。 

   ※男女とも、染色、パーマ、カール、剃り込み等特異な髪型は禁止。ヘアゴム・ヘアピンは、黒、紺、茶。 

 

（11）その他 

  ○携帯電話・ピアス・化粧・アクセサリー・危険物等不要な物の所持、着用を禁止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

登下校規則 

（１）徒歩通学 

  ○右側又は決められた歩道を、安全に注意を払いながら歩く。 

 

（２）自転車通学 

  ① ヘルメットを必ず着用する。 

  ② 通学路の左側一列走行（＝峰寺付近では歩道一列走行）等、交通ルールを厳守する。 

  ③ 定期的に自転車整備点検を行う。 

  ④ 学校では指定の場所に駐車し、施錠する。 

  ⑤ カバンは荷台にゴムひもでしっかりくくりつけること。 

 

（３）バス通学 

  ① 遠距離通学生の中でバス通学生を希望する生徒に「乗車証」（＝有料）が発行される。バス通学生はこの

乗車証を降車時に運転者に提示する。 

  ② バス通学許可生徒以外で、やむを得ない事情によりバスを利用する場合は、事務室で回数券を購入して

乗車する。 

  ③ 乗車マナー（＝座席に座ること、窓から手を出さないこと、運転の邪魔になるような言動は慎むこと等）

を厳守する。 

  ④ 決められたバス停留所で、乗降する。 

 

（４）自転車通学許可手続及び交通ルール違反時の罰則等 

  ① 自転車通学許可手続 

   ア 学校指定のヘルメットを購入する。 

   イ 「自転車通学許可願い」を学校に提出する。 

   ウ 自転車の車体検査を受け、「鑑札」を後輪泥よけに貼る。 

    

  ② 交通ルールの違反時の罰則 

   ア 交通ルール違反をした場合その年度内において、次の「反省措置」がとられる。 

    ・違反１回＝口頭注意および家庭への連絡 

    ・違反２回＝三者懇談および１ヶ月間の自転車通学停止 

   イ 吉野中学校自転車交通ルール違反例 

    ・左側走行違反       ・一列走行違反 

    ・一旦停止違反       ・二人乗り 

    ・スピード違反等危険運転 

    ・傘差し片手運転 

 

（５）防犯ブザーを携帯する 

 


